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   一関市移住定住家賃補助金交付要綱 

令和４年３月31日告示第149号 

改正 令和５年３月31日告示第108号 

（目的） 

第１ 移住者の増加及び定住の促進並びに移住者の生活基盤の安定を図り、活力

ある地域づくりの推進に資するため、移住者が市内に定住する意思を持って自

ら居住するための住宅を賃借したときの家賃に要する経費に対し、予算の範囲

内で一関市補助金交付規則（平成 17 年一関市規則第 52 号。以下「規則」とい

う。）及びこの告示により補助金を交付する。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 移住者 令和５年１月１日から令和６年３月 31 日までに市内に転入した

者で、当該転入の日前３年以内に一関市に住所を有しておらず、又は居住し

ていないものをいう。 

 賃貸住宅 移住者が自己の居住の用に供する目的で建物の所有者等と賃

貸借契約を締結して賃借した住宅（当該移住者又は当該移住者と同居する者

に係る２親等以内の親族が所有する住宅を除く。）をいう。 

 家賃 賃貸借契約に基づく賃貸住宅の使用に係る対価として支払う賃借

料であって、契約に関する費用、管理費、共益費、駐車場使用料その他居住

部分に係る賃借料以外の費用を除いた費用をいう。 

 住宅手当等 住宅手当、家賃補助その他の住宅について事業主が従業員に

対し支給し、又は負担する住宅に関する全ての手当等をいう。 

（補助対象者） 

第３ 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、移住者

であって次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 市内の賃貸住宅の賃借に係る契約を令和５年１月１日以後に行い、当該賃

貸住宅に居住していること。 

 申請者を含む２名以上が令和５年１月１日以後に転入し、前号の賃貸住宅

に居住していること。 

 転入日以後、５年以上継続して市内に居住する意思があること。 

 第１号の賃貸住宅に居住する全ての者が、過去にこの告示に基づく補助金
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を受けていないこと。 

 第１号の賃貸住宅に居住する全ての者が、市、国又は他の地方公共団体か

ら家賃に係る補助金等の交付を受けていないこと。 

 第１号の賃貸住宅に居住する全ての者が、市町村税（地方税法（昭和 25 年

法律第 226 号）第５条に規定する市町村税をいう。）を滞納していないこと。 

 第１号の賃貸住宅に居住する全ての者が、生活保護法（昭和 25 年法律第

144 号）による保護を受けていないこと。 

 第１号の賃貸住宅に居住する全ての者が、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団

員でないこと。 

（補助対象経費） 

第４ 補助金の対象となる経費は、令和５年 1 月 1 日から令和６年３月 31 日ま

でに支払われた連続する 12 月以内の期間の家賃とする。ただし、当該期間の

住宅手当等を控除するものとする。 

（補助金の額） 

第５ 補助金の額は、補助対象経費に別表１に定める申請者が居住する賃貸住宅

が所在する地域ごとに定める補助率を乗じた額又は 276,000 円のいずれか低

い額とし、1,000 円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

（提出書類） 

第６ 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表２

のとおりとする。 

（禁止行為） 

第７ 申請者は、申請書に記載した住宅を居住以外の目的に使用し、又は賃貸住

宅を使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（返還請求） 

第８ 市長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、既

に交付した補助金の全額の返還を求めることができる。ただし、災害、病気等

のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではない。 

 偽りその他の不正行為により補助金の交付を受けた場合 

 補助金の申請日から５年を経過する日までの間に市内から転出した場合 

 （補則） 

第９ この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとす
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る。 
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別表１（第５関係）  

地域 補助率 

一関地域（厳美地区、舞川地区及び弥栄地区に限る。）、

大東地域、千厩地域、室根地域及び藤沢地域 
２分の１ 

花泉地域、東山地域及び川崎地域 ３分の１ 

一関地域（山目地区及び真滝地区に限る。） ５分の１ 

一関地域（一関地区、中里地区及び萩荘地区に限る。） 10 分の１ 

備考 地域及び地区は、一関市行政区及び行政区長に関する要綱（令和２年一関

告示第 86 号）別表によるものとする。 

別表２（第７関係）  

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出期日 

規則第４条

及 び 第 13

条の規定に

よる書類 

移住定住家賃補助金交付申請書・誓約書

兼請求書 

１ 住宅手当等支給証明書 

２ 世帯全員の住民票謄本 

３ 申請者の戸籍の附票 

４ 世帯全員の前年度の市税等の納税証

明書 

５ 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し及び

家賃の支払を証する書類の写し 

６ その他市長が必要と認める書類 

第１号 

第２号 

令和６年 

３月 31 日 
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